
保険証を発送 

協会けんぽ秋田支部の任意継続保険ご加入の手続き（申請手続きは郵送で） 

資格喪失届 
任意継続資格取得申出書 

記載内容の確認、審査（被扶養
者届を含む）をおこないます。 

 加入者様より提出いただいた申出書の審査と、年
金事務所の資格喪失事務手続き両方が完了したこと
を確認し、保険証を発行いたします。 

※手続きをされてから保険証の発行までは約３週間ほどかかります。  

喪失届 

退職後の健康保険加入のご案内 

加入先 ご家族の健康保険 
（被扶養者） 

協会けんぽの任意継続 国民健康保険 

お住まいの都道府県の 
協会けんぽ支部 

手続き先 

退職後の健康保険には、「協会けんぽの任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険（被
扶養者）の３つの選択があります。保険料などを比較のうえ、選択された健康保険にお手続きください。 

加入条件 

保険料 

• 退職日までに被保険者期
間が継続して２ヵ月以上
あること 

• 退職日の翌日から20日以
内に手続きすること 

保険料は、退職前に控除さ
れていた保険料を２倍した
額になります。 

※ 保険料の上限があります。 

※ お住まいの都道府県と退職
前に加入されていた協会け
んぽの都道府県が異なる場
合等、２倍にした額となら
ない場合があります。 

 

お住まいの市区町村の 
国民健康保険担当課 

お住まいの市区町村の国民
健康保険担当課にお問い合
わせください。 

• 保険料は、世帯の人数や、
前年の所得などによって
決まります 

• お住まいの市区町村によ
り保険料額が異なります 

• 倒産、解雇などにより離
職された方の保険料の減
免制度があります。 

※ 詳しくは、お住まいの市区
町村へご相談ください。 

 

ご家族の勤務先 

• ご家族が加入している健
康保険の扶養の条件を満
たす必要があります。 

• ご家族の勤務先にお問い
合わせください。 

被扶養者の保険料負担はあ
りません 

※ 協会けんぽ以外の健康保険
にご加入の場合は、加入す
る健康保険へお問い合わせ
ください。 

事務手続き完了 

在職時の 
保険証 申出書 

審査完了 

営業時間 8：30～17：15（土日祝日・年末年始を除く） 

〒010-8507 秋田市旭北錦町5-50 シティビル秋田２階 

TEL：018-883-1800 FAX：018-883-1544 

HP：http://www.kyoukaikenpo.or.jp/akita/ 協会けんぽ 秋田 検 索 

任意継続資格取得申出書を郵送 
（退職日の翌日から２０日以内） 

協会けんぽ 年金事務所 

加入者ご本人 ○○会社（事業所） 

KKAP-20180401 



申請のてびき 

健康保険の任意継続 

任意継続とは 

事業所（会社）を退職すると、健康保険の加入者（健康保険被保険者）の資格を失います。退職後は、
「国民健康保険に加入する」、「健康保険の任意継続をする（勤務していたときの健康保険を継続す
る）」などの方法で、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。 

健康保険制度では、退職の日まで２カ月以上加入者（被保険者）であった方は、退職した後も引き続き２
年間、任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。 

※ 任意継続は健康保険のみの継続です。年金については、２０歳以上６０歳未満の方は国民年金に加入することになりま
すので、市区町村役場の国民年金担当窓口、もしくは年金事務所（旧社会保険事務所）で手続きをお願いいたします。 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 

加入者（任意継続被保険者）となるための要件 

① 資格喪失日の前日までに「継続して２カ月以上の加入期間（被保険者期間）」があり、７５歳未
満の方 

② 資格喪失日（退職日の翌日）から「２０日以内」に申請すること（２０日目が営業日でない場合
は翌営業日まで） 

申請に必要なもの 

 健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書 

 印鑑（申出書にご本人が記入される場合は不要です） 

※ 被扶養者がいる場合は、被扶養者となる要件により別途添付書類が必要な場合があります。詳しくは健康保
険任意継続被保険者資格取得申出書記入の手引き（被扶養者の認定欄）をご覧ください。 

※ 資格取得申出書には、退職前にご利用になっていた保険証（被保険者証）の記号・番号を記載する欄があり
ます。資格喪失証明書等で確認されるか、または事前に保険証の記号と番号を控えておいてください。 

申出書の提出と保険証の交付 

 申出書は、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ窓口へ提出いただくか、または郵送をお願いし
ます。（平成２８年４月以降、年金事務所内に協会けんぽ窓口はございません） 

 ※手続きをされてから保険証の発行までは約３週間ほどかかります。 

① 手続きは退職日の翌日から、２０日以内必着です（20日目が土日祝日の時はその翌営業日まで） 

②保険料の納付期限は毎月１０日（初回を除く） １日でも遅れると資格がなくなります    

③ 「国民健康保険に加入する」や「扶養家族になる」という理由では、やめられません     

④保険料は在職中の天引き額の２倍です（原則） （国民健康保険の方が安い場合もあります）  

⑤保険料は原則、２年間変わりません 

重要 Ｐｏｉｎｔ 



任意継続被保険者の保険料 

 １か月分の保険料額は次のとおり計算します。 

１ 保険料の納付額 

初回の納付期限 

 初回分の保険料支払期限日は、協会けんぽが指定した日までとなります。保険料は、資格を取得した日
の属する月分から発生し、月単位のお支払いとなります。（日割りではありません） 

※加入者の資格取得日によって２カ月分、または３カ月分同封される場合がありますが、指定された日ま
でに全てを納付してください。 

※正当な理由なく納付期限日までに保険料を納められない場合は、加入者の資格が加入時にさかのぼって取り
消しとなりますので十分ご注意ください。また、その間に保険適用で受診されていた場合は、医療費を全額
返納していただくことになります。 

毎月の納付期限（２回目以降） 

 毎月の保険料は、月初めに送付される納付書で、その月の１日から１０日までの間に納付してください。
（１０日が土・日曜日、または祝日の場合は翌営業日が納付期限となります） 

 

 

※正当な理由なく納付期限日までに保険料を納められないと、納付期限日の翌日で資格を失うこ
ととなり、保険証は使用できなくなりますので十分ご注意ください。納付書が届かない、納付
書を紛失したという場合は、早急（１０日までの間）に協会けんぽへご連絡をお願いします。 

２ 保険料の納付期限 

方法①納付書による納付 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法②口座振替による納付 

 「保険料 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出いただければ、毎月１日（金融機関が休業
日である場合には翌営業日）に保険料の口座振替ができるようになり、納め忘れの防止になります。 

 手続きをしてから口座振替が開始されるまでは、ゆうちょ銀行で３カ月程度、その他の金融機関（地方
銀行・信金・信組も対応できます）は翌月、または翌々月からとなります。口座振替が開始されるまでの
間は、納付書による納付となりますのでご了承ください。 

３ 保険料の納付方法 

コンビニエンスストア 銀行等の窓口 銀行等のＡＴＭ インターネットバンキング 

ゆうちょ銀行（郵便局）、農
業協同組合、都道府県信用農
業協同組合連合会、みずほ銀
行、三井住友銀行 

※協会けんぽ窓口、および地方
銀行・信金・信組等の窓口で
は納付いただけませんのでご
注意ください。 

ゆうちょ銀行（郵便局） 
京葉銀行 
埼玉りそな銀行 
千葉銀行 
東和銀行 
みずほ銀行 
三井住友銀行 
りそな銀行 

⇒ペイジー 
http://www.pay-easy.jp/ 
 
モバイルバンキング 
⇒モバイルレジ 
http://bc-pay.jp/ 
 

注意事項 

 加入者（任意継続被保険者）の保険料は、退職時の標準報酬月額により決定されます。事業主負担分も
含めて全額自己負担ですので、お勤め時にお給料から天引きされていた金額の２倍となります。（ただし、
上限があります） 

 また、４０歳から６４歳までの方は介護保険第２号被保険者に該当し、介護保険料を含んだ保険料とな
ります。 

※保険料は、別紙保険料額表を参照ください。（標準報酬月額が２８万円を超えていた場合には上限額２８万
円となります） 

※保険料は、原則として２年間変わりません。保険料率の改定、標準報酬月額の上限額の改定、または介護保
険の該当・非該当、住所変更等により変動することがありますが、収入や被扶養者の有無による変動はあり
ませんのでご注意ください。 

健康保険料額 ＝ 退職時の標準報酬月額 
（上限30万円） 

住所地の支部の保険料率 
平成31年度秋田支部：健康保険10.14％ 

介護保険1.73％ 
× 

※４０歳から６４歳までの方は介護保険第２号被保険者に該当し、介護保険料を含んだ保険料となります。 

※保険料は、原則として２年間変わりません。保険料率の改定、標準報酬月額の上限額の改定、または介護保
険の該当・非該当、住所変更等により変動することがありますが、収入や被扶養者の有無による変動はあり
ませんのでご注意ください。 



方法③保険料の前納 

 保険料を前納すると毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が少しだ
け割引になります。前納開始月の前月末が納付期限となっておりますので、それまでに前納申し出の手続
きを行ってください。 

※ 資格を取得したときの前納分は、資格を取得した月内に納付する必要があります。 

※ 保険料を前納した期間の途中で、再就職・死亡により任意継続の資格を喪失した場合は、未経過期間分の還付請
求書を提出していただき、保険料をお返しします。 

６カ月前納 
３月から８月までに資格を取得したときの前納期間は次の９月まで、９月から翌２月までに資格
を取得した場合は次の３月までの期間となります。前納期間の最終月には、次の６カ月分の前納
納付書を送付いたします。 

１２カ月前納 
資格を取得したときの前納期間は年度末（同年度の３月分）までとなります。前納期間の最終月
（３月）には、次の１２カ月分（１年度分）の前納納付書を送付いたします。 

資格の喪失 

次のいずれかに該当するときは、加入者（任意継続被保険者）の資格を喪失します。 

① 保険料を納付期限日までに納付しなかったとき（納付期限日の翌日） 

② 就職し、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき（資格を取得した日） 

③ 被保険者が死亡したとき（死亡した日の翌日） 

④ 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき（後期高齢者医療の資格を取得した日） 

⑤ 加入者（任意継続被保険者）となった日から起算して２年を経過したとき 

※ 「国民健康保険に加入する」「健康保険の被扶養者になる」などの理由により、任意にやめることはできませ
ん。ただし、保険料を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日で資格を喪失しますので、その
後は国民健康保険等に加入することになります。 

※ 資格喪失日以降は保険証を使用できません。資格喪失後に保険適用で受診した場合は、医療費を全額返納して
いただくこととなりますのでご注意ください。 

※ 加入者（任意継続被保険者）となった日から起算して２年を経過したときは、その月分（資格喪失予定年月日
の属する月）の保険料はかかりませんので、納付書は届きません。 

任意継続被保険者の保険給付 

 任意継続被保険者である間は、原則として在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付（療養
費、高額療養費、出産育児一時金、埋葬料等）を受けることができます。ただし、傷病手当金・出産手当
金は、退職時に継続給付の支給要件を満たしていない場合、支給されません。 

その他 

 氏名、または住所が変更となった場合は、「健康保険 任意継続被保険者 氏名 住所 変更（訂正）届」を
協会けんぽへ提出してください。 

 被扶養者を追加、または解除するときは、「健康保険 任意継続被保険者 被扶養者（異動）届」に必要
事項をご記入のうえ、協会けんぽへ提出してください。 

※  被扶養者を追加する場合は添付書類が必要な場合があります。 

※  被扶養者を解除する場合は、解除する方の保険証を添えて提出してください。 

１ 氏名や住所に変更があったとき 

２ 被扶養者に異動があったとき 

 保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時等の社会保険料控除の対象となりますので、
大切に保管してください。（領収証書の再発行はできません） 

※ 口座振替で納付されている方には、１～12月までに口座振替により納付された保険料の「保険料納付証明書」を
その年の12月中旬にお送りします。 

３ 領収証書の保管 


